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　　令和 5年10月23日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市規則第104号

　　　福岡市危険物規制規則の一部を改正する規則

　福岡市危険物規制規則（昭和43年福岡市規則第36号）の一部を次のように改正する。

　第 4条の見出しを「（製造所等の許可）」に改め、同条中「法」を「市長は、法」に、

「許可書（様式第 2号）を申請者に交付する」を「当該許可に係る申請書に所要事項を記

載して申請者に返付する」に改める。

　第 5条の見出しを「（仮使用承認の申請）」に改め、同条第 1項中「申請書の一部」を

「当該承認に係る申請書」に改め、同条第 2項を削る。

　第 7条中「法」を「市長は、法」に、「認可書（様式第 5号）を申請者に交付する」を

「当該認可に係る申請書に所要事項を記載して申請者に返付する」に改める。

　第 8条を次のように改める。

第 8条　削除

　第11条第 2項中「第 4条に定める許可書及び」を削る。

　第12条の見出し中「許可書等」を「タンク検査済証等」に改め、同条第 1項中「、保安検

査済証及びこの規則に定める許可書」を「及び保安検査済証」に、「本条」を「この条」

に、「「許可書等」を「「タンク検査済証等」に、「許可書等の」を「タンク検査済証等
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の」に、「許可書等再交付申請書」を「タンク検査済証等再交付申請書」に改め、同条第

2項及び第 3項中「許可書等」を「タンク検査済証等」に改める。

　第15条中「第 2条第 1項に規定する立入検査証」を「別記様式第 1号によるもの」に改

める。

　別記様式第 2号を次のように改める。

様式第 2号　削除

　別記様式第 3号から様式第 5号までを次のように改める。

様式第 3号から様式第 5号まで　削除

　別記様式第 6号を次のように改める。

様式第 6号　削除

　別記様式第13号中「許可書等再交付申請書」を「タンク検査済証等再交付申請書」に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
」

「許可書等の」を「タンク検査済証等の」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

1  　この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行す

る。

　あ　第 5条の見出し、同条第 1項及び第15条の改正規定　公布の日

　い　前号及び次号に掲げる規定以外の規定　令和 5年11月 1 日

　う　第 8条及び別記様式第 6号の改正規定　令和 6年 4月 1日

　（経過措置）

2  　この規則による改正前の福岡市危険物規制規則別記様式第13号の規定により作成され

た様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

　福岡市石油コンビナート等災害防止法施行細則の一部を改正する規則を制定し、ここに

公布する。

　　令和 5年10月23日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市規則第105号

　　　福岡市石油コンビナート等災害防止法施行細則の一部を改正する規則

設置、変更又は

認 可 年 月 日
　　年　　月　　日

設置、変更又は

認 可 番 号
第　　　　　号

タ ン ク 検 査

年月日
　　年　　月　　日 タンク検査番号 第　　　　　号

タ ン ク 検 査

年 月 日
　　年　　月　　日 タンク検査番号 第　　　　　号
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　福岡市石油コンビナート等災害防止法施行細則（昭和52年福岡市規則第128号）の一部を

次のように改正する。

　第 3条を削る。

　第 4条各号列記以外の部分を次のように改める。

　　法第23条第 1項の市長の指定する場所は、次に掲げるとおりとする。

　第 4条を第 3条とする。

　第 5条中「に規定する身分」を「の身分」に、「第 2条第 1項に定める立入検査証をも

つてこれに充てる」を「別記様式第 1号によるものとする」に改め、同条を第 4条とし、

第 6条を第 5条とする。

　別記様式を削る。

　　　附　則

　この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。

水　　道　　局

福岡市水道局公告第36号

　地方自治法第234条第 1 項の規定に基づき、一般競争入札により調達契約を締結するの

で、地方自治法施行令第167条の 6 及び福岡市水道局契約事務規程第 5 条の規定により次

のように公告する。

　　令和 5年10月23日

福岡市水道事業管理者　　坂　　本　　秀　　和　　　　

1　電子入札に付する事項

業　　種 件　　　　　　名 備　考

電気Ａ又は

Ｂ
東区箱崎ふ頭 3丁目地内電気防食対策工事

機械 多々良浄水場排水処理棟圧力水ポンプ修理外 2件

2　詳細は、入札説明書による。

3　入札説明書を次のとおり配布する。

　あ　方法

　　　入札情報サービスシステムにより配布する。

　　　ＵＲＬ　https://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/contract/index.html

　い　期間

　　　この公告の日から令和 5年10月30日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

　う　時間

　　　午前 6時から午後10時まで
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